
別紙１

１－１　環境保全活動に関する方針

　【添付資料１】のとおり

（目標・計画等の公表の方法についても記載すること）

１－２　環境保全活動に関する組織体制

以下の組織体制で推進している

　

（注）ＥＭＳとは環境マネジメントシステムの略で環境管理を意味します。

環境内部監査リーダー

環境管理責任者

部門環境改善推進計画作成運用

責任者：各部門長

事務局：環境安全保安室

部門環境改善推進計画作成運用

責任者：各部門長

EMS推進委員

部署内EMS教育従業員

各部署長

EMS推進員

各部門

事業所長

(公害防止統括者)

環境管理(EMS)委員会

責任者：事業所長

委員 ：公害防止統括者

内部監査リーダー

各部門長

環境安全保安室長

項がお帽子管理者・代理者

事務局：環境安全保安室



【添付資料１】



別紙２

 項　目  取組結果  今後の取組計画

エネルギー対策

(地球温暖化対策)

・2023年度の工場ＣＯ２排出量実績関しては、NO.4溶

融炉は常時稼働しており、大きな変動はなかった。

・継続して、工場全体の「照

明、空調機器及び生産電力の

削減」に注力。

・NO.4溶融炉の燃料転換、

熱効率の向上施策を計画。

廃棄物の対策 ・事業環境の変化により廃棄物の量は減少した。 ・排出量削減として「有価物

分別向上活動」を継続。

・事業所内でのリサイクル活

用の活動を計画し進めてい

る。

環境事故予防処置の対策 ・環境リスクアセスメントの考え方を取り入れて、作

業・施設等に係る環境事故予防処置を継続的に実施。

・排水関係の未然防止活動を継続実施。

・場内従業員全員に対して、環境に関する教育を実

施。

・「重大リスク」を優先した

予防対策の推進。

・排水口での管理を強化。

・環境教育を継続的に実施。

・届出漏れを予防するため年

度末に各部署の施設使用状況

を確認する。

化学物質の対策 ・化学物質の掲示を含めた保管状況について、維持管

理を継続。

・有害物質を使用している部署に対して個別に勉強会

を実施。

・改正化管法施行後の追加化学物質の調査実施し使用

状況を把握した。。

・改正水濁法施工後の有害物

質使用特定施設等の点検状況

については、内部監査で確認

を行う。

ISO14001の運用管理 ・2023年5月の更新審査は問題なく認証され、現在継

続して運用している。

また、内部監査を実施し定期的にチェックしている。

・次回2025年5月に定期審査

の予定。


